
第５６号議案 

 

 

町田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)６月４日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（減免） （減免） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料（別表１

２０の項及び１２１の項に掲げる手数料を除く。次項において同じ。）

を免除する。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料（別表１

２０の項及び１２１の項に掲げる手数料を除く。次項において同じ。）

を免除する。 

（１）・（２）略 （１）・（２）略 

（３）国又は地方公共団体から職務上の必要のため請求（別表１８の項か

ら６６の１２の項まで及び８８の項から１１６の項までに掲げる事

項に係るものを除く。）があったとき。 

（３）国又は地方公共団体から職務上の必要のため請求（別表１８の項か

ら６６の８の項までに掲げる事項に係るものを除く。）があったとき。 

（４）略 （４）略 

２～４ 略 ２～４ 略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 金額 

略 略 

６６の９ 略 略 

６６の１０ 建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３

８号）第１３７条の１２第

６項の規定に基づく既存建

築物の敷地と道路との関係

の制限の緩和に係る認定申

請手数料 

１件につき ２８，０００円 

６６の１１ 建築基準法施行 １件につき ２８，０００円 

名称 金額 

略 略 

６６の９ 略 略 
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令第１３７条の１２第７項

の規定に基づく既存建築物

の道路内の建築制限の緩和

に係る認定申請手数料 

６６の１２ 建築基準法施行

令第１３７条の１６第２号

の規定に基づく建築物の移

転の認定申請手数料 

 

１件につき ２８，０００円 

略 略 

７２ 租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第２

８条の４第３項第７号イ又

は第６３条第３項第７号イ

の規定に基づく優良宅地造

成認定申請手数料 

１件につき ８６，０００円 

略 略 

７５ 宅地造成及び特定盛土

等規制法（昭和３６年法律

第１９１号）第１２条第１

項の規定に基づく宅地造成

等工事許可申請手数料 

ア 宅地造成又は特定盛土等を行う

場合 切土又は盛土をする土地の

面積に応じ、次に掲げる額 

（１）５００平方メートル以内のも

の １件につき ２０，０００

円 

（２）５００平方メートルを超え、

 

 

 

 

６６の１０ 建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３

８号）第１３７条の１６第

２号の規定に基づく建築物

の移転の認定申請手数料 

１件につき ２８，０００円 

略 略 

７２ 租税特別措置法第２８

条の４第３項第７号イ又は

第６３条第３項第７号イの

規定に基づく優良宅地造成

認定申請手数料 

 

１件につき ８６，０００円 

略 略 

７５ 宅地造成等規制法（昭

和３６年法律第１９１号）

第８条第１項の規定に基づ

く宅地造成工事許可申請手

数料 

切土又は盛土をする土地の面積に応

じ、次に掲げる額 

 

ア ５００平方メートル以内のもの

 １件につき １８，０００円 

 

イ ５００平方メートルを超え、１，
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１，０００平方メートル以内の

もの １件につき ３４，００

０円 

（３）１，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル以

内のもの １件につき ５４，

０００円 

（４）２，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以

内のもの １件につき ８９，

０００円 

（５）５，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき １２

３，０００円 

（６）１０，０００平方メートルを

超え、２０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき ２

０１，０００円 

（７）２０，０００平方メートルを

超え、４０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき ２

２０，０００円 

（８）４０，０００平方メートルを

超え、７０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき ２

０００平方メートル以内のもの 

１件につき ３１，０００円 

 

ウ １，０００平方メートルを超え、

２，０００平方メートル以内のも

の １件につき ４６，０００円 

 

エ ２，０００平方メートルを超え、

５，０００平方メートル以内のも

の １件につき ７４，０００円 

 

オ ５，０００平方メートルを超え、

１０，０００平方メートル以内の

もの １件につき １０６，００

０円 

カ １０，０００平方メートルを超

え、２０，０００平方メートル以

内のもの １件につき １７２，

０００円 

キ ２０，０００平方メートルを超

え、４０，０００平方メートル以

内のもの １件につき １８８，

０００円 

ク ４０，０００平方メートルを超

え、７０，０００平方メートル以

内のもの １件につき ２４３，
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７５，０００円 

（９）７０，０００平方メートルを

超え、１００，０００平方メー

トル以内のもの １件につき 

３６４，０００円 

（10）１００，０００平方メートル

を超えるもの １件につき ５

３３，０００円 

イ 土石の堆積を行う場合 土石の

堆積をする土地の面積に応じ、次

に掲げる額 

（１）５００平方メートル以内のも

の １件につき １８，０００

円 

（２）５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内の

もの １件につき ２８，００

０円 

（３）１，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル以

内のもの １件につき ３５，

０００円 

（４）２，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以

内のもの １件につき ５４，

０００円 

０００円 

ケ ７０，０００平方メートルを超

え、１００，０００平方メートル

以内のもの １件につき ３３

１，０００円 

コ １００，０００平方メートルを

超えるもの １件につき ４８

９，０００円 
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（５）５，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メートル

以内のもの １件につき ６

６，０００円 

（６）１０，０００平方メートルを

超え、２０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき １

２１，０００円 

（７）２０，０００平方メートルを

超え、４０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき １

３４，０００円 

（８）４０，０００平方メートルを

超え、７０，０００平方メート

ル以内のもの １件につき １

６３，０００円 

（９）７０，０００平方メートルを

超え、１００，０００平方メー

トル以内のもの １件につき 

２０７，０００円 

（10）１００，０００平方メートル

を超えるもの １件につき ２

９２，０００円 

７５の２ 宅地造成及び特定

盛土等規制法第１６条第１

項の規定に基づく宅地造成

ア 宅地造成又は特定盛土等を行う

場合 変更許可申請１件につき、

次に掲げる額を合算した額。ただ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７５の２ 宅地造成等規制法

第１２条第１項の規定に基

づく宅地造成工事変更許可

変更許可申請１件につき、次に掲げ

る額を合算した額。ただし、その額

が４８９，０００円を超える場合に
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等工事変更許可申請手数料 し、その額が５３３，０００円を

超える場合にあっては、５３３，

０００円 

（１）宅地造成又は特定盛土等に関

する工事の設計の変更（（２）

のみに該当する場合を除く。）

については、変更前の切土又は

盛土をする土地の面積（（２）

に規定する変更を伴わない場合

において、切土又は盛土をする

土地の面積の縮小を伴うときに

あっては、縮小後の切土又は盛

土をする土地の面積）に応じ、

７５の項アに規定する額に１０

分の１を乗じて得た額 

（２）新たな切土又は盛土をする土

地の編入に係る宅地造成又は特

定盛土等に関する工事の設計の

変更については、新たに編入さ

れる切土又は盛土をする土地の

面積に応じ、７５の項アに規定

する額 

（３）（１）及び（２）に掲げる変

更以外の変更については、１５，

０００円 

イ 土石の堆積を行う場合 変更許

申請手数料 あっては、４８９，０００円 

 

 

ア 宅地造成に関する工事の設計の

変更（イのみに該当する場合を除

く。）については、変更前の切土

又は盛土をする面積（イに規定す

る変更を伴わない場合にあって、

切土又は盛土をする土地の縮小を

伴うときにあっては、縮小後の切

土又は盛土をする面積）に応じ、

７５の項に掲げる額に１０分の１

を乗じて得た額 

 

 

イ 切土又は盛土をする新たな土地

に係る宅地造成に関する工事の設

計の変更については、切土又は盛

土をする新たな土地の面積に応

じ、７５の項に掲げる額 

 

 

ウ ア及びイに掲げる変更以外の変

更については、１５，０００円 
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可申請１件につき、次に掲げる額

を合算した額。ただし、その額が

２９２，０００円を超える場合に

あっては、２９２，０００円 

（１）土石の堆積に関する工事の設

計の変更（（２）のみに該当す

る場合を除く。）については、

変更前の土石の堆積をする土地

の面積（（２）に規定する変更

を伴わない場合において、土石

の堆積をする土地の面積の縮小

を伴うときにあっては、縮小後

の土石の堆積をする土地の面

積）に応じ、７５の項イに規定

する額に１０分の１を乗じて得

た額 

（２）新たな土石の堆積をする土地

の編入に係る土石の堆積に関す

る工事の設計の変更について

は、新たに編入される土石の堆

積をする土地の面積に応じ、７

５の項イに規定する額 

（３）（１）及び（２）に掲げる変

更以外の変更については、１５，

０００円 

７５の３ 宅地造成及び特定 １通につき ９００円 
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盛土等規制法施行規則（昭

和３７年建設省令第３号）

第８８条の規定に基づく証

明書の交付手数料 

７５の４ 宅地造成及び特定

盛土等規制法施行条例（令

和６年東京都条例第３６

号）第５条第３項の規定に

基づく盛土規制法調書の写

しの交付手数料 

１通につき ７００円 

７６ 都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第２９

条第１項の規定に基づく開

発行為許可申請手数料 

ア 主として自己の居住の用に供す

る住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為の場合にあっては、

開発区域の面積に応じ、次に掲げ

る額 

（１）略 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき ３９，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき ７６，０００円 

（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 １４９，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７６ 都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第２９

条第１項の規定に基づく開

発行為許可申請手数料 

ア 主として自己の居住の用に供す

る住宅の建築の用に供する目的で

行う開発行為の場合にあっては、

開発区域の面積に応じ、次に掲げ

る額 

（１）略 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき ３４，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき ６５，０００円 

（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 １３３，０００円 
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（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ２

２５，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ３

０５，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

３７０，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき ４９７，０００円 

イ 主として住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築

又は自己の業務の用に供する特定

工作物の建設の用に供する目的で

行う開発行為の場合にあっては、

開発区域の面積に応じ、次に掲げ

る額 

（１）０．１ヘクタール未満のもの

 １件につき ２１，０００円 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき ５１，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき １１３，０００円 

（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ２

００，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ２

６１，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

３３７，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき ４６０，０００円 

イ 主として住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築

又は自己の業務の用に供する特定

工作物の建設の用に供する目的で

行う開発行為の場合にあっては、

開発区域の面積に応じ、次に掲げ

る額 

（１）０．１ヘクタール未満のもの

 １件につき ２０，０００円 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき ４６，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき １００，０００円 

- 11 -

-  -0123456789



（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 ２０４，０００円 

（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ３

４０，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ４

５７，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

５６７，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき ７９５，０００円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場

合にあっては、開発区域の面積に

応じ、次に掲げる額 

（１）０．１ヘクタール未満のもの

 １件につき １４１，０００

円 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき ２１５，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき ３２０，０００円 

（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 １８５，０００円 

（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ３

０７，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ４

１５，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

５２１，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき ７３７，０００円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場

合にあっては、開発区域の面積に

応じ、次に掲げる額 

（１）０．１ヘクタール未満のもの

 １件につき １３１，０００

円 

（２）０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満のもの １件に

つき １９９，０００円 

（３）０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満のもの １件に

つき ２９２，０００円 
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（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 ３７９，０００円 

（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ５

７３，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ６

５４，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

８０８，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき １，０８１，００

０円 

７７ 都市計画法第３５条の

２の規定に基づく開発行為

変更許可申請手数料 

変更許可申請１件につき、次に掲

げる額を合算した額。ただし、その

額が１，０８１，０００円を超える

場合にあっては、１，０８１，００

０円 

ア～ウ 略 

略 略 

８３ 都市計画法第４７条第

５項の規定に基づく開発登

録簿の写しの交付手数料 

１通につき ７００円 

（４）０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満のもの １件につき

 ３４８，０００円 

（５）１ヘクタール以上３ヘクター

ル未満のもの １件につき ５

２５，０００円 

（６）３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満のもの １件につき ５

９９，０００円 

（７）６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満のもの １件につき 

７４６，０００円 

（８）１０ヘクタール以上のもの 

１件につき １，００４，００

０円 

７７ 都市計画法第３５条の

２の規定に基づく開発行為

変更許可申請手数料 

変更許可申請１件につき、次に掲

げる額を合算した額。ただし、その

額が１，００４，０００円を超える

場合にあっては、１，００４，００

０円 

ア～ウ 略 

略 略 

８３ 都市計画法第４７条第

５項の規定に基づく開発登

録簿の写しの交付手数料 

用紙１枚につき ７００円 
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８３の２ 略 略 

８３の３ 都市計画法施行規

則（昭和４４年建設省令第

４９号）第６０条の規定に

基づく証明書の交付手数料 

１通につき ９００円 

略 略 
 

８３の２ 略 略 

 

 

 

 

 

略 略 
 

備考 略 備考 略 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第５条の改正規定、別表６６の１０の項の改正規定、同項を同表６６

の１２の項とし、同表６６の９の項の次に２項を加える改正規定及び同表７２の項

の改正規定は令和６年７月１日から、その他の規定は同月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第

２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成

等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項の規定に基づく宅地造成に

関する工事の計画の変更許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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